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さゆり 

　６月から平成１８年度の市県民税の納期が始まります。 
　１７年中の所得の資料に基づいて課税された市県民税を、特別徴収の人は６月分の給料から天引きされ事業所と
りまとめで、普通徴収の人は住所地に郵送された納付書で、税務課か指定金融機関で納付してください。納期限内
の納税をお願いします。 
  
　市県民税は、（所得－所得控除）×税率－税額控除等　で課税される所得割と、所得と扶養人数で判定して課税さ
れる均等割（市３，０００円　県１，５００円）からなります。今回の課税では税法・税条例の改正により、主に次の点が改正
されています。これらの改正により、前年と同様の収入でも増税となる場合があります。 
 

BEFORE

AFTER

『Memoirs of a Geisha（ある芸者の回想）』という本

と、それを原作として制作された映画（日本では『さゆり』

という名前でした。）が世に出てから、世界中で日本文

化に対する関心がこれまでにも増して高まっています。 

　私は去年、京都の祇園を訪れた後でこの小説を読みま

したので、いっそういきいきとイメージすることができ

ました。映画の方は今年の初めに見ましたが、それを見

てから私と友だちは１日だけでも芸者になるのは、どん

な気分かを味わってみたくなったのです！！ 

　私たちは祇園の『夢工房』という、スタジオを

訪れました。これはもちろん観光客を相手にした

場所ですが、私たちは本物と同じような魅力を感

じました。ジーンズとセーター姿の現代娘から舞

子さんへの変身は、（私たちは舞子を選びまし

た。）信じられないくらい素晴らしい気分でした。

鏡を見ても、自分自身がわからないくらいでした。

ちょうど外は雨だったので、私たちはスタジオの中で写真を撮ってもらうこと

にしました。真白に化粧した顔と大きな黒いカツラは、

ずいぶん奇妙なものでした。特に私たちの二人は、青い

目をしているのでなおさらです。でもこの経験は、私た

ちにとって忘れられないものになりました。          　 

　舞子になって一番良かっ

たことは何かって？背の高

い下駄が履けたことです！！ 

 

 あいさつや声かけで 
子どもたちを見守りましょう 

 

１８年度の市県民税について 
 

県民税の均等割への森林環境税加算 ❶

❷

　１７年度までは１，０００円でしたが、県森林環境税５００円が加算され、１，５００円になりました。市民税均等割は３，０００円で変更ありません。
県森林環境税についての詳細は奈良県庁税務課（☎ ０７４２－２７－８３６３）に問い合わせてください。 

妻の均等割の非課税措置の廃止 
　同一市内で夫に均等割が課税されている妻の均等割は１６年度までは非課税、１７年度は１／２課税（２，０００円）でしたが、経過措置終了で通
常の税額（４，５００円）になりました。 

❺ 老年者控除の廃止 
　「老年者」に適用されてきた４８万円の所得控除が廃止されました。 

❻ 定率減税の縮減 
　定率控除前所得割額の１５％（上限４万円）が減税されてきましたが、定率控除前所得割額の７．５％（上限２万円）の減税に半減しました。 

❼ 全期前納報奨金制度の廃止について 
　普通徴収の市県民税と固定資産税には、全期税額を第１期の納期限内に一括して前納した場合に一定の報奨金を交付する制度がありま
した。この制度は、納税意識の高揚を目的に昭和２５年に創設されたものですが、社会情勢の変化や県下他市の廃止傾向をかんがみ、経費縮
減のため、平成１９年度から全廃することになりました。 平成１８年度に限り、経過措置として、報奨金の交付率を１００分の０．２に半減（上限１５
万円）して制度を運用し、当該報奨金を交付することとなっています。 

❸ 老年者の非課税規定の廃止 
　「老年者」とはその年の１月１日現在６５歳以上で前年の合計所得金額が１，０００万円以下の人をいいます。１７年度までは老年者で合計所得
金額が１２５万円以下であれば市県民税を非課税とする規定がありましたが、これが廃止となり課税されます。ただし一部の経過措置があり、
昭和１５年１月２日以前生まれで合計所得金額が１２５万円以下であれば、１８年度は算出所得割額の２／３が減額されます。均等割については
本来４，５００円（３，０００＋１，０００＋５００）ですが、２／３減額されると１，４００円（１，０００＋３００＋１００）になります。                                             

❹６５歳以上の人の公的年金にかかる雑所得金額の算式の改正 
　昭和１６年１月１日以前生まれの人の公的年金にかかる雑所得金額の算式が改正され、同じ収入でも所得となる分が増えました。 

　今回の報奨金制度の廃止に伴い、全期前納から期別

納付へ納付方法を変更する場合は、１９年３月までに、（期

別納付とする）口座振替納付依頼書（自動払込利用申

込書）を、税務課か指定金融機関に提出してください。

１９年度からの市税納税を変更後の方法に切り替えます。

依頼書（申込書）は指定金融機関か税務課にあります。 

○　子どもの基本的生活習慣を身につけさせるためにも、お子さんのいる家庭では家族ぐるみであいさつ 
　　を交わしましょう。 
　　～おはよう  おやすみなさい  いただきます  ごちそうさま  いってきます～ 
○　家族そろって食卓を囲みましょう 
　　～食卓を囲んでの会話から  子どもの変化が感じられます～ 
○　登下校など、子どもたちが各家庭の玄関前などを通った場合は、あいさつや声かけをしましょう 
○　買い物や犬の散歩の時などでも、子どもたちと会ったら、あいさつや声かけを行い、また、 
　　遠くからでも様子を見守ってあげましょう。 
○　良い行いを目にした時は、ためらわずほめてあげましょう。 
○　危険な遊びやルール違反には、見て見ぬふりをせず注意し
　　てあげましょう。 
 

■問合先　青少年センター  ☎２４・３００４ 

＊この記事は、ＡＬＴの書いた英文を訳したものです。 
　英語版は中央公民館にあります。 

まず、できることからはじめましょう。 
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■詳細についての問合先 

○市県民税の課税の内容と、特別徴収⇄普通徴収の切替 
　について 
市役所　税務課　市民税係　　（内線２５６、２９８）  
※普通徴収から特別徴収への切替は、事業所の給与事務担 
当者を通じて依頼してください。 

○市県民税の納付方法について 
市役所　税務課　徴収係　　（内線２５９、２６０） 

○森林環境税について 
奈良県庁　総務部税務課（課税グループ） 

☎０７４２・２７・８３６３ 
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